
一般事業主行動計画（一体型） 

 

 社員の働き方を見直し，特に女性社員の継続就業者が増えるよう，女性の管理職を増やし，仕

事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間  令和４年２月１４日～ 令和７年２月１３日までの３年間 

 

２．内容 

 

 

＜対策＞ 

 ●令和４年 ２月～ 年次有給休暇の取得状況を把握する⇒令和３年有給休暇取得状況・３年

間の取り組みについて，職員会議で情報共有する。 

 ●令和４年 ４月～ 年次有給休暇が付与されている職員を対象に，自身や所属部署の取得状 

況や取得率向上に向けた取り組み等についての実態調査を行う。 

 ●令和４年 ６月～ 管理者が勤務指定作成担当者と年次有給休暇の取得促進について協議

し，昨年度+αの取得が可能な勤務体制を整える 

 ●令和４年 ８月～ 各係・事業所ごとに，昨年度+αの具体的数字目標を設定（各部署のミー

ティングで協議する） 

●令和４年１０月～ 所属する各係・事業所において年次有給休暇の取得計画を策定する 

●令和５年 １月～ 年次有給休暇取得向上計画を実施する 

 ●令和５年 ２月～ 職員会議において取得状況の報告を毎月行い，状況把握・共有を行う 

計画的な取得に向けて職員会議において管理者協議を年３回行う 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●令和４年 ４月～ 現在の組織編制について，分析・評価等を行う。 

 ●令和４年 ７月～ 管理者を対象とした組織再編に向けての会議を年２回実施。 

 ●令和５年 ４月～ 女性管理職候補者に対して，管理職向け研修会を実施。 

 ●令和６年１０月～ 新しい組織編制に向けた人事（案）を作成し，検討する。 

●令和６年１２月～ 新しい組織編制について，理事会の承認を得る。 

 ●令和７年 １月～ 新しい組織編制について，職員に公表する。 

 

 

目標１：年次有給休暇の取得率を全職員７０％以上とする。 

 

 

 

目標２：令和７年４月までに，管理職に占める女性の割合 30 ％以上にする。 


